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論文

人間社会環境研究第14場２００７．９ １ 

小作争議の帰結と国民健康保険制度の普及
一秋田県を事例として－

客員研究貝

高｜鴫裕子

AnalysisofPopularizationoftheNationalHealthlnsuranceSystem 

ConcemingtheTrendoftheTbnantMoveｍｅｎｔｓ 
ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＵｋｏ 

Abstract 

lnthisarticle，IwouldliketoexplorethehistoricalpositionoftheNationalHealthlnsurance 

Systempopularizationunderthewar[iｍｅ妃gimefromtheexaminationofAkitaP1℃fectume、I

clarifythel1actorthatreachedtheNationalHeahhlnsuranceAssociationestablishment 

concerningthetrendofthetenantmovementslｎＡｋｉｔａ,therearemanylalge-scalelandlor｡s，it 

influencedruralvillageadministration・VariousSocialMovementsdevelopeｄｈｏｍｌ９２０,sto

l930，sintheruralareas､But,GovemmentoppressedtheLeftislSocialMovements・Therefbre，

ＩｈａｄｔｏｃｏｎｆｉｒｍｔｈｅｅｎｄｉｎｇｏｆthetenantmovementthalfOrml920，ｓｔｏｌ９３０，sandsocial 

economicにlationsintheruralvilIagecommunity・

Icansummarizetheconclusionofthisarticleintwopoints、Primarily,thevillagewherethe

NationalHealthlnsuranceAssociationestablishedearly，thetenancydisputeterminated，and 

confirmedthatvillageadministrationwaHstable､Secondly,thevillagewheretheNationalHealth 

lnsuranceAssociationestablishedearly,thevillagegotthesou1℃ｅｏｆｔｈｅｒｅｖｅｎｕｅｂｙｔｈｅＦａｒｍ， 

MountainandFishingVillageEconomicRevitalization． 
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島崎謙治は，戦時の国保制度の普及について，

戦時下という特殊要因だけではなく，それを支え

る社会的実態があったことを強調した''○その社

会的実態として，当時全国25地区で存在が確認さ

れていた｢定礼｣，農村更生運動の一環として展開

した産業組合の活動を挙げている２１゜譲者は，岐

阜県小脇利村を事例として，国保組合設立までの

経緯を検討したことがある瓢1゜この検討では，竿

１．課題と分析視角

本稿の課題は，1920年代末と1930('二代初頭に展

開した小作争識を視野にいれて，戦時において急

速に普及を遂げた国民健康保険(以下，｜ｉｉｉ|保)制度

の歴史的性格をあきらかにすることである。こう

した課題を設定したのは，次のような問題関心に

基づいている。
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期に国保組合が設立に至った要因として，村民の

医療提供要求に応じて展開した医療利ﾊ]組合連動

があったことをあきらかにした。また，医療利用

組合連動の展開の前提として，産業組合拡充運動

と農111漁村経済更生運動の展開によって，町村産

業組合の村政への影響が大きくなっていたことを

述べた．;)。そのことは，従来の国保組合普及につ

いての見方に修正を行う必要があることを示して

いる。すなわち，戦時に国保制度が急速に普及し

た要因として，いわゆる国策によって国保制度の

普及が区'られたとみるだけでは不十分であるとい

うことである。国保制度普及時期の腿村の社会経

済関係を把握する際には，村民の医恢要求に対応

して展開した医療利用組合運動，さらには経済更

生運動の風ⅡM時期に村政のヘゲモニーを握ってい

た町村産業組合の動向を把握しておく必要がある。

しかしながら，それでも当該時期の腿村の動向を

把握したとみるのは不十分であるように思われる。

すなわち，産業組合のこうした活動について，国

保制度普及を支えた社会的実態としてみるならば，

これとは反対に作用するような炎態一具体的には

国保組合力Ⅱ入率を下げるような村lJMjOl抗がなかっ

たのかも確認しておく必要があろう。

農村社会迎動については，1928年の３．１５事件

やその後の/ｉｉ翼連動に対する弾I]ﾐの'１１で困難に陥

り，さらに戦時下で農民組合が禁圧されることに

より，農民迎動が消滅していくという通説的理解

があった。これに対して西、美|M{は，｜W1ill恐慌か

らの脱'11過程である1930年代中葉には，小作争議

件数が20年代のそれには及ばないにしても再び増

加していることを指摘した５１゜つまり，’五|家権力

による弾圧があったとしても，そうした社会運動

の全てが鎮静化されたわけではない。1938年から

の急速な|郵民健康保険制度普及の腱史的性格を把

握するには，昭和恐'慌期前後の農村社会連､11を視

野にいれて，当該時期の農村の社会絲済関係を検

討しておく必要があるように思われる６１。本稿で

は，国保制度普及の前提条件を，医旅利111組台連

動，産業組合拡充運動，経済更生迎動に加えて，

1920年代末と1930年代初めに展開した小作争議の

帰紬とその後の農村の経済社会関係の検討から，

秋田県を事例として確認することを課題としたい。

２．秋田県における国民健康保険制度の普及

まず,秋H1県の1941年末までの国民健康保険(以

下,|正|保)組合普及の全国における位置を確認して

おきたい。国民健康保険法は，終戦までに二度の

法改IlXを経ている。1938年からの国保組合は任意

設立であり，これが強制設立，強制力'1入となった

のは1942年からであった。組合設立に当たっては，

国保法成立時には，組合の資格を有するものの３

分の２の同意を得ることが求められたが，1942年

にはこれが２分の１に緩和され，設立が容易に

なった。秋田県では，任意設立であった1942年ま

での|]］係組合設立数は23組合で，全国では32位で

あり，千葉，大分，茨城，愛知，奈良，福井など

と同じ椴度であった。また，戦前の国保法は，国

保組合として普通組合，特別組合，代行組合の３

種を認めていた。秋田県の1942年までの国保組合

の内訳は，普通組合10,代行$'1合13であった。国

保代行組合の割合についてみれば,それが100％の

岩手よりも低率ではあったが，iLiiilll，奈良，静岡，

新潟，栃木，和歌山と並ぶ5096以｣このグループに

属していた。

秋Ⅱ1県の匝1民健康保険制度普及に関する記録

等は保管されておらず，国保普及がどのように計

ii1liされ，進められたのかは不lU1の点が多い７１。そ

こで，まず｢秋田県報』を資料として，1938年から

45年までの秋田県における国民健康保険組合設

立の経過を概観しておきたい(第１表)。まず，市

部では秋１１１市が1945年,能代I1jが1944年に普通組

合を設立している。また郡部では，1945年までに

227H11村111219町村に国保；１１合が設立された。その

うち6Ｍ合が代行組合で県全体では28％の割合

である。これを郡別にみれば，河辺郡の11組合

(91％)から，由利郡のｌ組合(３％)まで開きがあ

る。’'1央liHは25で，それ以上であったのは，河辺，

南秋田，111本，鹿角郡である。このうち鹿角郡を

除く_上位３郡では，国保組合設立の動きが国保法
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第二次改''三以前の1941ｲｌｉまでにあったことがＩｉｌＩ１１

認できる。また，1941（|ﾐまでに設立された国保組

合18組合巾の11組合が，代行組合として設立され

た。すなわち，秋ulUiLの1941年までの国保制度Wll

及の実態を主として｝１１っていたのは，産業組合に

よる国保代行組合であったといえる。産業組合に

よる医療'|；業のうち，広区単営医｝]i<利用組合は，

一HlI村をｊｌｉｉ位とする医１脚Ｉ用組合に対して，lilIlj

iii位で組織され，その組織力によって病院等の医

療施設を絲営して医採提供の事業を行った。ｌＡｌｘ

単営医｝〕ｉｆ利用組合連動が広く県内に展開した地

域は，１ﾐとして岩手，ｉ１ｉ森，秋[１１の東北の一部三

県であった。秋田県は，広区単尚Ｉ災療利１１１組合が

ほぼ全県内に普及したことで，医旅利用組合迎動

展開した地域の一つであった。しかし，医療利川

組合がほぼ全県内で股llMしたにもllLlわらず，Ｉｉｌ１ｌｊ

間で代行；１１合設立割合に大きな1%lきがあったこ

とが確認できる。その怠味で，秋|l1UiLにおいては，

医療利)'１組合運動が11(|保制度普及の一つの,)i提

条件になったということはできるが，広lxfii憐医

療利用組合運動の展|)Mそれ自体とは大きく|処1'）

していなかったと奪えられる。

1945年までには96％の町村に'五|保組合が設立さ

れた。国保組合ii没立数の推移では，1942年から４３

年にI玉|保組合設立のピークがあったことが確認で

きる。次に，国保法第二次改jlﾐ以前の1941年まで

の設立状況に注｢|すると，そのピークは1941年に

あった。郡別にみれば，南秋'１１，仙北の各５組合，

'''水３組台から未設漬の鹿角，由利郡など，設立

の動きに秋田県内でも地域`|ﾘﾐがあったことが確認

できる。そこには，各郡，各''１１村の事情があった

と考えられるが，このような地域,性を生み'1)した

各'１１１，各町村のﾘﾙ|間のなかにこそ，国保ＩＩｉ,1度普及

のUlvli格を探る鍵があるように思われる。しかし，

各１lIlIljの経済指標では，国保；|[合普及のli1晩との

関係を確認することはできないE》。そのため，国

保制度普及当時の社会経済刺１１}を探るには，さら

に'１１１.村レベルに下りて検討する必要がある。

次に，1941年までの国保組合の普及にil2l］して

みておきたい(第２表)。秋１１|県では，初ｲﾄﾞ度に３

$'1合に|玉|保代行lil[合が設立された。筆者は，岐阜

県における検討で，国保組合lUf及と経済史化運動

の関わりを指摘したことがある9)。第３表には，

秋|||ﾘ了↓における絲済更生計i1lli樹立の経過と特別助

成村について>｣《した。秋田県では，1938年までに

第１表国民健阪保険組合の顔立墨過

代行$Ⅱ合未設ｉｉＹ

Ⅲ｢村数

“
錠

』
川
へ
、

TIJII「

村数
紫i汁

lI7LhTIIIliIIjT 

０
０
 

０
０
 

０
’
１
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５
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(lⅡ所)秋IIlUiL｢秋田県澱｣行年lqi版より作成二，

注１）’111民他醗保険法(WlHl13年．法律60)>)施ｉｊ以降，l915lF811までを４１$;Ｉした。

注２）’'1本Ⅲ】八森村，岩舘付は，合1,1で代i丁剃1行を設立。’'1本Ⅲlニツノ1:村．（Mil:場村は合li1でiufjm組合を識if/【・尖'１１では便TI:12，それぞ
れ組合数２，IHT付数２として灸記している。

ｉｌｉ３）llilluil服保険法第９栄のlWjmﾎﾟ[1台および輔彫1条代行糾合の約:可があった｛|:次をi没立Ｉ1§とした。

注`1）指定ﾎﾞⅡ行数*１Ｍには．，iTiilによってi没立された後に柵疋を`叉けたもの，ｌＩＷｊより指定iill行として設立されたものを含む。
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1939年には，一日市，阿仁合に普通組合が設立

されている(第２表)。これら二つのIHT村には共通

点がある。どちらも，1920年代から恐慌期にかけ

ての小作争議で有名になった町村である。小作争

議が続いている町村で国保組合への一定の加入率

を得ることは難しいと考えられるが，争議が終結

した町村で村内支配体制の再編成があったことが，

国民健康保険組合設立の一つの要因となっている

ように思われる。次に，秋田県における小作争議

125町村で経済更生計画が樹立された。そのうち

24％の30町村が1936年から41年までの間に特別助

成村に指定された。第２表で確認できるように，

1938年に設立された３組台がいずれも1936,37年

の経済更生特別助成村であったことは偶然のこと

ではない。すなわち，中心人物の存在か，あるい

は財政的な面で国保組合設立が実現可能であるこ

とが期待されて，初年度の国保組合設立地の選定

が行われたと考えられる'㈹。

第２表早期に設立された国民健康保険組合と圏山漁村経済更生計画特別助成村

代行組合1941 

秋
一
能
一
座
》
北
一
山
》
南
》
河
一
由
一
仙
一
平
一
雄
一
合

１１１ 

代

ＩＴＩ 

秋１１１

本

秋Ⅲ

辺

利

北

鹿

勝

○大II1il仁

_上洲111下岩川

○脇本一｢1市天王

○119シ小股畷岩

○大阿仁 阿仁合

j舌ｷﾞﾄ川下岩川槍山

犬王船越

IlllVl 

-.1111』○脇本

○四シ小屋

強首横堀
■●｡■￣￣￣￣□ 

栄

大沢郷内小友干屋 大沢郷内小友干屋

○三輪

1０ １１ 

(出所)国民健廉保険組合設立年は『秋H1UiL報｣より作成。

農IllijWI村維済巫生計画特別助成村は，腿林1'７腿政岡｢腿山漁村更生特)lﾘjHj成村一魔llH和17年３月｣。
注１）表中には，l1il民仙康保険組合が設立したFII付名を年度ごとに記している。I1dI1uのないものは，当譲年に''１１腿他殿保険組合設立がな

かったHlliliである。

注２）○は，鯉１１１漁村特別助成村であることをjjくす。秋１１１ﾘi1では特別助成村に，１９３６年から1941年まで合ill30付が指定された。

第３表既山漁村経済更生計画樹立町村数および特別助成村
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(出所)｢隈111漁村経済ZIL生運動資料集成７巻｣杣ｉｉｉし)，1985年の以下の貝より作成。
「鯉111漁村経済更生計画樹立町村名fWj3011Z。「腿111漁村経済更生特)lﾘ助成I］J村一覧｣336頁。

注ｌ）特)Iﾘ助成iIIfI名欄の⑪⑫⑬⑭⑮⑯は，桁正年I虹がlIH科'１１，１２，１３，１４，１５，１６１１:皮であることを示す。
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の動向を確認しておきたい。 われた。こうした農村の疲弊の解決を，政治革新

によって強行しようとする動きがあらわれ，1936

年には２．２６事件が起きた。秋田県の生産価額は，

1929年で農産物が42％を占めトエ産物，鉱産物，

林産物で残りの約半分を担っていたⅢ)。そのため，

1930年の米価の下落による打撃は大きく，恐慌か

らの回復過程の一般的特徴を象徴的にみることが

できる。すなわち,鉱産物,林藤物の生産額が1934

年には29年水準まで回復するのに対し，農産物価

額は37年まで回復が遅延し，総生産価額では35年

にllll復をみている。

秋田県では，1920年代後半から小作争議が急増

し，1930年代には，全国１，２位の争議多発地帯と

なった。1926年に発生したiiillH村争議は，その激

しさで全国的にも知られている'2'・北秋}H郡前田

付の地主圧司家に対し，前H1村，米内沢'１１｢，阿仁

合M]・の小作人が阿仁部農民同MH組合を結成し，小

作料値上げ拒否の決議を行い，その後，法廷での

争いへ発展していった'瓢。1928年の一日TIT争議で

は，１１農一日ＴＩj文部の争議[Djl大会で検挙者を出し，

閉会後には,３百余得が五条|]署へ釈放要求のため

に｝||'し寄せるIli件が起こったM)。農民の動きの活

発化に対し，これに対抗する弾圧の動きも強まっ

てくる。1929年末からの南秋'11郡下井河争議は，

１０ヶ月の争議１０|間中に，地二１２に対する暴力行為等

で７名が送検され，学童24名が同盟休校，地主側

息子の自殺などの犠牲の上に，ようやく和解調停

解決となった'劇。同県の小作争議は，この時期に

激化して騒擾状態となっていった。

以下では，地主一小作間の対立が激しく，それ

が長期に及んだことで知られる小作争議_前田争

議にも関わっていたにもかかわらず，国保法施行

の翌1939年の早い時期に国保組合を設立した阿仁

合川の事例について検討しておきたい。

３．１９２０年代から1930年代の小作争議の動向

1930年代になると，小作争議発生件数からみた

争議の中心は東日本地域に移った。束北諸県で，

小作争議件数が著しい増加をみせるのは，1920年

代後半から1930年代のことである(第４表)。小作

争議，小作調停が早期のうちに多発した地域では，

その件数のピークが1924-1930年であったのに対

し，東北諸県では1932-1938年にピークとなった。

1932-1938年には，秋lfl県は小作争議，小作調停

件数が東北地方のみならず，全国で最多となり，

小作争議2,301件，小作調停2,003件を数えた。

この時)91の小作争議の動向には恐`慌の影響があ

る。昭和恐慌によって，農業生産l11i額は長期にわ

たり縮小したまま，それ以前の水準まで回復する

ことがなかった。1931年から44年まで米価は低迷

を続けた。農業恐慌の深刻化のなかで，1930年の

豊作の後，３１年には冷水害による凶作，３２年の1Ｔｌ

害による不作に続いて，３３年には大豊作による米

価の惨落があり，３４j|皇には東北地方は冷害にみま

第４表小作争鯛および小作潤停件数

小作争議 小作調Pjl

l924-Il932-

1931年Il9381IH

１２５：１Ｍ)７ 
￣－ 

１：（)０ 

１００｡８２８ 

５９０：2.003 
￣ 

481：Ｌ２(〕fｌ

５６‘５９２ 

５，４４２１３，．１５１ 
－ 

１０６’164 

245 ２１ 

８７０：４’1１ 
－ 

５６：１８０ 

３５２，１７２ 
－■ 

４７０：：Ｘｌ６ 
－￣ 

８７７：イ163

３０１： １４４ 

４６６：３８８ 
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一
岩
一
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一
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一
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一
福
一
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一
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一
Ⅲ
｜
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｜
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一
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知
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｜
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一
部
一
版
一
脈
一
良
一
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169： 
￣ 

１６： 
－ 

１５２． 

７５６： 
￣ 

７０５： 
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１７３． 

１，０２７１ 
￣ 

２１０１ 
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４６９リ
ー

８２９： 
￣ 

２３４１ 
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７６９， 

L699： 
-

1.570： 
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６３４． 
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４．北秋田郡阿仁合町の場合

(1)阿仁合町国民健康保険組合の設立

第５表には，北秋田郡における国保組合設立年

度などを示した。国保法第二次改正以前に'五|保組

歌

(洲所)IRI林行｢小作年報j各lIZ庇版よりiil.､[して作成。
注）1936,3711:の小作鋼P;；件数は不lＵ１ｃ
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合が設立されたのは，1938年の大阿仁村，1939年

の阿仁合Ｉｌ１Ｊで，それ以外のＨ１]・村では第二次改正以

降に設立されている。

｜liil仁合'11J(現北秋川市)には1939年に国保IWjIlm組

合が設立され，同年に国民健康保険診療所が|刑設

された'6'・国保法が施行された年の１２月から社会

課長であった高見三郎の在任中には，一日iljlRI保

代行組合と阿仁合|}|]・国保普通組合設立が決まった。

阿仁合町の国保組合設立について，高見は次のよ

うな証言をしている、。「話は聞いてくれるが，食

わず嫌いとでもいうのかなかなかわかってくれな

い。もっとも無理のない話で，保険という新しい

行政には本当のところ馴染めなかったのに力Ⅱえて

任意設立であったことも手伝って，理事者のＩＭＩは

なかなか重かった｣。

しかし，この証言は当を得たものであろうか。

阿仁合INJに隣接する大liiI仁村では，国保施行初年

度に国保代行組合設立が設立されている。同じ阿

仁部地lＸにある大阿仁村のことをＩ剛，阿仁合IⅡ]・の

(|;比は知らないわけではなかった。阿仁合ＩＩＪは，

秋'１]県下でも大規模な小作争議の行われたことで，

全国的にも何石となったiiiilI1村と，国保組合が早

l0Iに設立された大阿仁村の'１１問に位ｉｆ(した。そし

て，前田村小作争議とも深い関わりがあった。ま

た，阿仁合1111には，1936年９月に開業した在来線

の駅があったことから，住民らの往来がなかった

わけではない。むしろ，「腰がなかなか１１１かつた」

のにも関わらず，それでも秋田県内では早期の５

番|]に国保組合が設立されていることに注目した

い'9)。

阿仁合町に隣接する大Iliﾘ仁村は，1937ｲ1皇４月に

荒瀬材を改称して発足した。大阿仁村の産業組合

は，佐藤時治村長によって，阿仁合信川購買販売

組合から分離して，大阿仁信用購買販売利用組合

として設立された２０１。同村は，1933年に経済更生

計iiliiを樹立し，３７年には特別助成村に指定される。

大阿仁村では，この助成金を資金として診療所を

建設し,４月には村医を設ｉｉｉ(して開設したことが確

第５表北秋田郡・町村別農業摘造，産業組合加入率(1938年）

1戸当米生

産価額(円）

1939年産組

川人率(兜）
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(出所)｢秋ⅡluiL統計1野｣各''二度版および秋IllU0L｢産業組合凶脳jffIIﾐ度版より作成。

注１）□は，国保法第二:次改正以前にlK1係馴合が設立された町村。
沸２）代if組合は，ｉ没立lIi度にＯをつけた。
ili3）綱掛けは，北秋lI111iIのデータの'１１央仙より問いもの。
注`l）1939（F産業組合jⅡ人率は，産糺Mill行tlの1935年IIil勢,1M企による総｢i数に対する剖介。

ｉｌｉｌｌｉ組合およびIiN・411糸，畜産物，１１i気のみを扱う111台，水道組合，鉱''１組台，ＷＩ作組合は除外。
人１１W，園田，米lAlil<，下小阿仁は部落剥1台２組合以｣Zの合計。
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認できる２１１。雌楽組合が国保代行組合を没江する

には，医療施設をｲiする必要があった。大ＩｌｉＩ仁産

業組合の医療ｌｊＩ業開始年月に注意すれば，それが

国保制度実施に『１けたものであったことがわかる。

大阿仁産業：'1合は，国保法施行の'93811271]に医

療事業を開始し型，同年11月に許可を得て'1;|保代

行事業を開始した邸'。

(2)｜liil仁合川の位liI(と特徴

戦後l955jI1には，大阿仁村と阿仁合１１１１が合併し

て阿仁町となった。合併前の大阿仁村が純農村で

あるのに対し，’１１１に合{H｢は鉱工業を'''心とする１１１１．

であった。

阿仁合1111は，大i'三191から昭和初期にかけて戸数，

人口の減少が杵しく，1935年には戸数695)T，人'－１

４，００８人の規模であった(第６表)。人||の減少は男

女ともにみられるが，特に女子の人口減少が杵し

い゜おそらくl;f気の悠化に伴い，収入iliiの確保の

ために出稼ぎ労働者として移動したものとみられ

る。1929年の職業別戸数は，鉱業350瓜腿業165

戸，商業90戸，］若紫30戸，官公吏30ﾉｰi，その他'０５

)ｺﾞであった211。

阿仁合l1lIの胆地所有規模は１戸平均６及歩，人

阿仁村は１１１１[歩であったが，いずれも反Pllり収！｢（

が，県平均の６判から，多いときでも８ｌＩｉＩＩに過ぎ

なかった。'111に合H11.は全域の８割以１２を'11林に覆

われており，米作を行うには水利の改盤と農耕地

の整備などが必要であった。1929年には耕作地

306.1町歩のうち51％が田であったが,戦後農地｡』〔

革後のl950fl皇までには，耕作地269.31111.歩''171％，

192.5町歩へとlI1の割合を増加させている２５'。１９３８

年には米の作付ＩｌＩｉ枕の増加が認められるが，反)[１

り収量は県，郡平均よりも著しく低く，農業経営

は厳しかったと考えられる(第７表)。

阿仁合町には総済史生計画が樹立されたことが

確認されず，Ｍ１生計ulj特別助成金を得ることもな

かった。しかし，’111仁合町も，農業恐慌の影響が

大きかったことには変わりがなかった。1923年の

阿仁合町の'に旅額は，林産業56％，鉱雁業30％，

農産業９％，Ｊ:産業４％，畜産業１％で，林業と

鉱産業に依イルていた蕊１．１９３１年には，’111仁銅'1１

が体|｣'したことで，阿仁部地lｘの(1;民は農業に立

ち返ることになった。1930年の[Bil勢iiM査では，失

業背１７名と柵告されているが〆休lllによる失業者

第６表人ロと戸数(北秋田郡阿仁合町）年一蝿一脚

女一銅一”一睡

1935 

(１１１１ﾘi)秋lⅡU,!｢秋１１１ﾘＩし統計で1$j・

第７表米作付面積および収凪(北秋田都阿仁合可）

阿仁合町
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(ｌｌ１ｌﾘi)秋lllU,!｢秋111!,(統計稗山

第８表阿仁鉱山の産出規模の推移(従業員数および鉱産額）

F1 

LJ 

【
】

[］ 

(出}ﾘi）ｌ:ﾉMiIllljqH11｢I;I'乢合町郷ﾆﾋiili｣ljil，19621ﾄﾞ．95-98頁。
ｉＩｉｌ）従莱L1数は，占川阿仁工業I洲による鋼１１１従業１１数二1935年

以IiiIliｲﾐＩＵＬ

ｊ几ﾉﾐrTlil*は，坑内夫，坑外人の｢『,;ｆ，
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は，これにカウントされていない叩。1929年の鉱

業戸数350戸にまで坑夫数が増加するのは,1940年

以降のことであった(第８表)。

(3)前、村小作争議

阿仁合111Jと隣接する前田村では，地と1三による小

作料値上げを端緒とする土地返還争識が起こった。

この争議は，、l員数が多いこと，５年もの長期間に

わたったことで広く知られている。

地主庄司兵衛は，居村である前田村ほか６ヶ'１|]「

村に田3421[l]｢歩，１１１１４４町歩，宅地26,300坪を所有し，

小作人が740人と，県内有数の巨大地主であった勢1．

前田村小作争議は，1925年５月に地主庄司が小作

条件改定を発表し，これに対して，iiillll村，米内

沢町，阿仁合'11Jの小作人が阿仁部腿民lrilWll組合を

結成して反対をしたことに始まる鋤1.11月には，

小作人011は，米内沢町で講演会を|)M催し，150名の

小作人が参集した。また，前lH村で|刑I|;された農

民同盟主催の講演会では不納同盟が決識された狐。

翌1926年３月には,農民組合の小作人120名の代表

が，小作料の交渉の会見を地主側に111入れたが，

地主はこれを拒んだ3m･小作人側は，５月には，２

日間にわたり，前１Ⅱ村，阿仁合町でiiji説会を1M催

し，１日'三1には約100名，２日目には約400名内外の

聴衆が参集した準。こうした小作人の結集は，阿

仁部地区の'1'小地主にとっても脅威となった。演

説会と同年１０月には，阿仁合町長宮越惣兵衛，前

田村長佐藤直蔵，荒瀬村長佐藤忠俊らが農林省に

次のような陳悩を行った。

「日本農民組合の連動は悪辣にして地上１２を脅迫

し，地価は低下し，地主は土地を売却すること

能はず，銀行の金融も止み，中小地主は最も困

惑す｣。「圧司氏の争議の影響が各方面に波及

し・・・県下一般に及ばんとす｣。「小作立法に

際しては小作人の事情のみならず地主の窮状を

充分調査の上立法せられむことを望む｣３３１．

庄司家では，1927年春に小作料請求・」高地返還

要求の訴訟を起こし31i，小作料請求q｢件の第一次

調停は地主側勝訴の結果となった鮨１゜この裁判で

勢いを得た地主側では，組合側の小作人に対して

立毛差押え，立入禁止の仮処分を行った動ijo1928

年11月には県西田小作官の勧めにより，小作人側

が秋'１１地方裁判所に調停を申し立てるが，調停は

決裂し解決の見通しが立たなかった"。1929年７

月の未納小作料請求事件の第二審法廷判決は地主

側の勝訴となり，地主側の相次ぐ有利な展開のも

とで，農民組合を脱退する組合員が続出するよう

になった瓢)。地主側は，法廷戦を継続する一方で，

経済戦に'１'て恩恵的条件を提示するなどして組合

の切り崩しを策謀し，小作人の中には組合を脱会

して個人的解決を為すものがあり，その数は62名，

関係耕作地は30町歩となった御'・一方，こうした

組合切りＩｊｉしに対して，憤慨した組合幹部が地主

側の便川人に暴行を加える事件やM’，組合員が蒋

察官に傷害を力Ⅱえる事件が発生したｲ''・

争議は５年間の長期間に及び，争議に動員され

た小作人は地主庄司家との間の争議だけでも312

名を数えた。調停条項では，小作悩行は従来の通

りとなり，小作料は協議によって修正され，また

不作時の毛引きについては，調停委員２名の立会

いの｣二で協議することなど，協調的なものとなっ

た.121。

19341|堂１０月には，同じ前１１|村でｽﾘ取稲假差抑執

行事件が起こり，争議期間は1年以上に及んだが，

県特高課長の斡旋によって裁判所での和解申立が

行われ，和解裁判が成立した$31.1938年７月には，

農民迎動に対する権力による弾圧が強まる中で前

田村小作争議を支援した全農阿仁地区支部は解散

し〆協調組合が設立されるM'。こうした小作争議

の帰結としての協調組合の設立は，地主小作間の

階級対立を調整する機能を果たしたとはいえ，組

合長，役員の構成をみて相対的には地主的であっ

た桐'・県特高課は，翌193911皇には小作争議が462件

発Ⅱきしたが，農村警察官の苦心も秘められて全て

解決したと発表した掴。

(4)前'11村小作争議後の阿仁合１１１｢の村政と国民健

康保険組合の設立の条件

東北地方は，大規模地主が多かったことで知ら

れる。秋'11県では，1924年で50町歩以上の地主が

212名存在し，24,218町歩の二ｔ地を所有していた４，゜

阿仁合町農会会長の宮越惣兵術は畑，都内でも政
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治力をもっており，北秋田都農会議貝も兼務して

いた。宮越は，北秋１１１郡内２町村に}11100111｢，畑２５

町，小作人130戸を所有する大地主であった''１．第

９表のｲI:村地ｊ２の動|可で確認できるように〆争議

は地主制の後退を背景としていた。また地主宮越

自身も，この時期に土地所有規模を減少させてい

る鋤。したがって，IiilH村争議で1926ｲ|【に行われ

た町村長からの腿林省への陳情は，１１I小池１２の声

でもあっただろうが，宮越自信の声でもあった。

陳情を行った阿仁部地区の町村では，水小作とい

う小作慣行が採られていた５１１．前111村と比鮫すれ

ば阿仁合町は米作に適しておらず，反当り収最も

低かった。前'１１村小作争議は,１反歩２斗５勺ない

し７斗５合の小作料を，平均７斗５升に１１１【１名げし

ようとしたことに端を発している。これに対し，

阿仁合町宮越惣兵術の田地では５斗の小作料で

あった麺)。争議の行方は，阿仁合'１１Jの地1：寓越に

は無視できないものであったはずである卸。１９２９

年11月には，農林省に陳情を行った１１１J付踵らが争

議の当事者と会見して和解を勧めたが，双方の態

度は強固のままで，Ⅱ]村長らの斡旋も誠怠をもっ

て迎えられなかった５１'・和解を斡旋した1111良の一

人には宮越がいた。一方，小作側の幹部にはｌＩｉｌ仁

合町の小作人が名を連ねていたこと，ｉ｢i識plI務所

が設置されていたことなどの関与が確認できる。

政府は，農民迎勤による社会統合の危機をlT1避

するために権力による弾圧を行い，一万で経済更

生連動を進めた弱'･政府だけではなく，地]iによ

る村落支配体制の下では，小作人，」11|ﾘﾄﾞi農民と

の対立・抵抗が支配者の脅威となっていた駒i'・国

民健康保険組合を設立するには，村民の一定の加

入率を確保する必要があった。そのため，村民の

多数をIliめる小作層の一定の力Ⅱ人も必要としたは

ずである。ｌｌｌｌ仁合町とも関連していた前田村小作

争議は，｜Iil係組合設立の時期にはすでに治まり，

階級関係を調整する協調組合が設立され，いわゆ

る協調体制が確立していたことを確認した。

阿仁合111｢と大阿仁村を比較しながら，国保制度

普及の前提条件を考察しておきたい。大阿仁では

農業者が多く，産業組合加入率が76％と向かった。

これに対し，阿仁合町には健康保険に力11入適用の

鉱工業労働行がおり57)，農業者が少なかったこと

もあって藤業紺合加入率が55％と低かった麹｡岡村

産業組合は秋}{1医療利用組合には力'1人していな

かったが，大阿仁では産業組合iLjｲﾄﾞ述lMlの活動が

確認され，述MHによって保健共済施設計nmが立て

られていた。産青連の活動肝保健共済施設計画は，

村民の|長旅享受に対する機会や灰１Ｍ(保険への期待

の大きさが異なることの一つの結果であり，これ

らが国保lUf及の条件の一つとなっていると考えら

れえる。また，大阿仁村は経済史生特別助成村に

指定されて財源を得ることができ，診様所開設を

行ったことが'五|民保組代行合設立への篇手を早め

た一つの要'1Ｍとなっていると考えられる。

阿仁合''1｢は，前述したように大規模小作争議の

あったiiiilll付と隣接していた。iiillll付小作争議は，

'五|保法施行までには解決をみたが，すでに確認し

たように，阿仁合町の町厘，Ｍ]・民も大いにこの争

議の行方に注ロしており，またその影響が少なく

とも数年はあったと思われる。また，隣接する大

阿仁村で|;lIl保組合が設立されたことによって，阿

仁合'111の1(|]･長，U1J民の医療に対する怠識を高めた

と考えられないか。国保組合設立の111晩を決定し

た要因の一つとして，以上のような腿民運動，経

済更生迎動に規定された当該時１０１の農村支配体制

の動向を確認しておく必要がある。ＩＩｉ１仁合1N｢の場

合には，隣接する村の動向が町政を担う支配層の

決断を/iﾐｲiした。すなわち，地E'1｢'9要Ijtlが関与し

たものと考える。

次に，秋H1県内で1930年代の小作争議件数が多

かった(lll北都の事例として，千屋村の事情を確認

しておきたい。

第９表北秋田郡阿仁合可の土地所有規模別戸数

50MＪ 

以上

回■■皿■■回
■■ 

■■■■回■
(出所)「秋田県公民球大正４年j，「秋田県名鑑１１(lfII2lI：」

渋谷隆一｢資販家地-12総覧秋田糖j日本図ＤＩＩセンターザ１９９５
年より作成。

注）大正８年地１１１額10111を約１町歩としてi汁、L、
1927年の＊１町歩未満は不明．
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沢郷村，千屋村，４２年には高梨村，四ツ屋村，畑

屋村で設立されている。これらの各村も小作争議

とは無関係ではなかった。

５．仙北郡干屋村の場合

(1)仙北郡における国民健康保険組合の設立

仙北郡は，国保法第二次改正までに'五ｌ保組合が

５組合設立された。1941年末までに関していえば，

秋田県内では国保組合設立への着手が早期に行わ

れた地域といえよう(第10表)。一方，秋|Ⅱ県内の

小作調停件数をみれば，国保法施行前後の時期に

も争議が多数起こっていたことが確認できる(第

11表)。恐慌期には,小作争議件数からみた争議地

の中心は東日本に移動した。秋111県内では平鹿，

仙北郡を中心として，全県件数の７割強を占めた

麺。村内で地主一小作間の対立が存在するなかで，

国民健康保険組合が容易に設立されるとは考え難

い。同郡では，1938,39年には国保組合が設立さ

れず，最も早くは，1940年の横堀村，４１年には太

(2)農民組合の動揺と仙北郡千屋村小作争議

1931年８月に全国農民組合青年部秋田県連の幹

部らが弾圧されたのを契機にIio1，{'11北部支部の組

合員を'1J心に，全農全国会議派に分１１Iする動きが

あった。1932年１月には，会議派の全農仙北支部

協議会組合員200名が平鹿部横手１１１｢の全農県連事

務所を襲い，県連最高幹部排撃の行動に出るなど

組合内部での抗争があった。その後，1932年１０月

の熱海ﾘ】「件後の11月には秋１１]県でも102名が検挙

され，２３名が送検されるという大規模な弾圧が

あった。この弾圧で全農秋田県迎でも16名が起訴

され，県辿は一時休眠状態になり，南秋、，山本

第10表仙北郡・町村別圏業棡造，産業組合加入率(1938年）
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第11表小作鯛傳件数による争認の地域性(秋田県）
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('１１所)品部幾Nl｢小作,ｉＭ仲にみる_し地返還争鏑の緒111」
【'二地IWllD〔史学｣lj4F)，1976年，３８頁，炎３よりリ１１Ⅱ。

注）合計の（）は｢小作{ﾄﾞｷﾞM｣の示す申立件数。

支部を中心とする執行委員会が県連再建と全県的

統一の訴えを行うなど`':，農民組合内部に動揺が

みられた。全農組合員中には，内部抗争は全農連

動の不振を招来する原因となる意識はあったが，

会議派幹部15名が襲撃事件で検挙されると，会議

派は分裂して，1933年３月に秋１１１農lRMMl合の結成

式が横堀村で開催された蝿。農民連動の弾圧が強

まる1936年２．２６事件後の４月には，全腿県連と

秋田農民組合の合同大会が開催された蝿。

仙北郡の小作争議は，農民運動の権力による弾

圧と農民組合の分裂の111で起こった。1931ｲ「１月

171]の全農Illl北支部ljM議会では，内小友，大['''’

四ツ屋，長野，横堀，清水，白岩，ｉ(''1代ノｌｉ保内，

西明寺，畑屋，六郷，干屋，横沢，金沢，花館，

神官寺，強首，大沢郷，淀川の各支部において３

割から６割の毛引き要求が行われていることが報

告された`１１。

1931年の千脇村小作争議は，農民組合のﾎﾟ11織的

指導のもとで激烈を極めた。仙北郡千屋村，横堀

村では，1928,29年頃起工した耕地幣理地区が３２

年中に工事を完成した。換地交付になると共に，

地主は，契約による小作料値上げと増歩地小作料

の徴収を企てた。これに対し，小作人は従来の小

作料維持を主張し，小作料を改定しようとして，

1931年のｲ<作を理ｌｈに小作料の一時減額，永久減

額を求めたび争議数は３件,関係耕作地は165町５

反４畝１７歩，関係者は地主30名，小作人244名にお

よぶ大M1模なものとなった651。

同年ｌ)]には,小作人230名が大'''1111｢ほかの地主

45名に対して毛引要求等を行ったが，これに対し

て地主l1Uが全ての毛引要求を}1i絶すると回答した

随'。さらに，地主側は小作人の不納・滞納に対し

て，土地強制取り上げの手段として土地の立入禁

止を行った。４月には，地主側が立人禁｣こした苗

代に種子を蒔いて自作する梢えをとる。これに対

し，小作人(ｌ１Ｉでは全農仙北支部lill合貝の支援を得

て係争111地を共同耕作し，さらに地主宅を襲撃し

た。事件には警官が介入し，全農{''1北支部の指導

者らが逮捕される事件へと発展した､。地主側に

は｢千厘勧腿会｣の応援を，小作人側は農民組合の

応援を得て，これを背景に鋭く対立した鼬。

平鹿，（|||北祁で起こった毛弓|要求の争議は，何

等の解決の方lid性も得られずに1932年度を経過し

た691。同(126月の『社会運動通信｣は，・下屋村小作

争議について，次のように伝えている?伽。地主坂

本龍太郎対１１名の小作人による小作争議では，地
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表では，大正期から昭和初期にかけて地主の土地

所有規模が減少する一方で,２町歩以_'二20町歩未満

の階屑が増加し,1町歩以上２町歩未満の階層が減

少していることが確認できる?訓。以上のことは，

この時期に地主制の衰退があり，その一方では小

地主階厨の増加があったことを示している。1924

年には，千屋村の地主坂本龍太郎は，千屋村内に

llll541llL畑23町，小作人235戸の耕作地を所有し

た761。また，３７年の小作数との対照では，村内の

大部分の小作農民が坂本家を地主としていたと考

えられる。坂本は醸造会社，倉庫業などを経営し

ていたが，この時期の地主制の後退の中でも，土

地所有規模を1915年の29町歩から,1927年には157

11『歩に増加させている7訂。他方，1934年には耕作

地のうち田地では85％，畑地では87％が自村民有

地であった耐。以上，土地所有規模の推移からみ

た千屋村の特徴として，在村大地主坂本と中小地

主屑および目小作上層の分厚い存在が確認できる。

また，一方で小作農も分厚い屑をなしていた。

1931年の小作争議の後には耕作地所有の移動が

あった。これに関連して，『地方別小作争議概要」

は，争識の発生によって銀行金融機関が債権取立

てのため競売にかけたために土地価格が極端に低

下し，小作権の移動を誘発したと報告している791。

1931年と32年の比較では，自村民有地の移動は確

認できない。しかし，1934年との比較では，自村

民有地は，田地で771反(８％)，畑地で159反(５％）

の減少が認められる釦)。争諭の調停の結果は，－

部示談，ほかは地主の土地取り上げは認められな

かったことにみれば地主敗北のようにみえる。ま

た，土地所有の移動は地主制の後退があったこと

を示している。以上のような地主支配の村内構造

主側が先手を打って動産の差しjlllさえを行ったた

めに，小作側の情勢が悪化していた。その後に全

農側の指導者らが無罪となって出獄すると，陣容

を立て直して組織強化をはかり，再び争議が盛り

返した。地主側は差し押さえた動産を競売にかけ

た。しかし,坂本家が当村地主で農会評議員であっ

た皆lll7l1とのｌｌＩ１の争議中に傍観的態度をとってい

たために，坂本家には地主側の応援がなく，組合

側では11名の外にも争議を拡大しようとする動き

が見られる時期があった。坂本家との争議は，小

作人１１名中の２名は示談となって解決した。また，

これ以外の争議については，裁判所の調停となっ

て，地主の土地取り上げは実現をみなかった7,.

千屋村の小作争議は，地主対小作の関係だけで

はなく，組織対組織の間の闘争となった。争議に

関与した不在・在村地主，小作人の人数の多さ，

また，争議の経過中で，地主間には分裂が，小作

側では逮捕者が出るなど，村政，村内組織への影

響は看過できないものであったと推察される。

(3)千屋村の位置と特徴

（111北郡千屋村(現仙北郡美郷|{1].)は発達した扇状

地にあり，戦後の土地改良によって，現在では豊

かな土壌に恵まれて県内でも有数の穀倉地帯と

なっている。同村では，1934年に経済更生計画が

樹立され，３７年には特別助成村指定された。1937

年には部落数７，総戸数883戸で，３５年の人口は

5,377人であった。そのうち，農家戸数は762戸で

91％を占め，林業５戸，商工業31戸，その他85戸

と，その大部分が農業に従事していた。生産額は，

主として農産物生産(539278円，うち繭生産6499

円，林産物36,765円)からの収入に依存し，その他

の収入は僅かで，工産物5,170円，畜産物7,078円，

その他1,250円であった。農業団体では，産業組合

が1937年に組合員数666人(加入率81％)で,３９年に

は農家戸数に匹敵する763戸(86％)が加入してい

た。また，腿会の事業費は2,608円の規模で，技術

員を有していた73)。

農家の自小作別戸数は，自作107戸(14％)，自小

作398戸(52％)，小作257戸(34％)であった７４'・第１２

第12表仙北郡干屋村の土地所有規模別戸数

輌叫－１’１

(Ⅱ}所)I秋II1UiL公民録大正４年｣，「秋川ﾘ１１名鑑Wl和２年j渋谷隆一

「箇産家地主総覧秋Ⅲ鞄｣1]本図tIIセンター,1995年より作成。
ik）大iIH8fI:地棚額10円を約１町歩としてi11.,[。

i[）1927年の＊１町歩未満は不明。
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(よ，村政，農業にどのような影響があったのか。

1927年には，在村大地主の坂本が水利用組合管

理者，村長，仙北販売組合理事，仙北郡教育会会

長，仙北郡連合青年団副団長，村会議員，郡腱会

議員，村農会長など，郡内，村内の要職を兼務し

ていた。さらに汁付会議員，助役も地主層によっ

て占められていた81)。1931年に起こった地主対小

作の対立が村内の組織的な対立であったことから，

おそらく村内組織は動揺したはずで，争議が終結

したからといって直ちにそれが修復されたとは考

えられない。

彰組合となった"・産青連は，結成以来，例月組

合座談会を開催し，組合事業に対する批判研究，

時事問題に対する討論，農事に関する意見の交換，

盟友の実生活に関する報告懇談を交わした9M．産

青連，農会の干屋青年会は，千屋村の青年が農村

問題，社会問題について討論する場となっていた

と思われる。しかし，産青述，干屋青年会のどち

らも，地主による村支配の配下にあった。さらに，

1941年２月には国家権力による思想統制のなかで，

これらも産背述，農会の青年会と共に解散した9画。

以上に，千屋村の村内組織を検討してきた。小

作争議の翌年に，産業組合長が交代したことが小

作争議と関係しているかは不明である。1932年３

月には，坂本龍太郎が村長，農会長からも退任し，

任IUIを終えた33年３月には，村会議員も退任して

いることが確認できる”。しかし，後任の坂本喜

之七は産業組合専務時代には，村助役であったこ

とから単なる引退と昇進とみることもできる。い

ずれにしても，後継の産業組合長，村長も在村地

主であったことには変わりがなく，これをもって

村支配の構造が変化したとは言い難い。

(4)千屋村の村内組織

千屋村の農会組織は，1894年創設の干屋青年会，

1900年創設の干屋農会，1902年創設の千屋勧農会

から成っていた。農会は，年２回の総会を開催し

ていた。このうち，干屋青年会は政治思想発達へ

の意図があり，また勘農会は，改良農法などを目

的としていた卿。３つの農会組織の初代会長は坂

本理一郎で，1918年から32年までは坂本龍太郎が

務めていた卿。

1927年には産業組合が設立され，事務所は干屋

村役場に慨かれた磯)。設立時には，坂本家が主に

出資して事業を開始し，初代組合長は村長の坂本

龍太郎，専務は坂本喜之七，書記に戸沢貞之肋が

就任してスタートした。当初は，預金貸付の信用

事業のみで事業を開始し851,1931年より購買事業，

1934年に農業倉庫を新築して農業倉庫事業一販売

事業・利用事業を開始した。以上に確認した産業

組合の三役はいずれも在村地主である。1932年ま

で産業組合長を務めた坂本龍太郎は，千屋村小作

争議の翌1932年から坂本喜之七と交代し師i，３９年

にも坂本瀞之七が組合長を務めた師。

産業組合青年連盟千厘支部は，1934年９月に盟

友23名で設立された縄'。３７年８月には盟友15名が

岩手県方面へ３日間の視察を行った。『秋田の産業

組合j誌は，この旅費が産業組合によって工面され

たとしている⑬。千厘村産業組合は，1937年には

事業成績が優秀であり，組合員訓練の徹底すると

ころにおいて模範とされ，産業組合秋田支会の表

(5)千屋村の経済更生計画と国民健康保険組合設

立の条件

千屋村の国保組合設立は，1937年に経済更生特

別助成村に指定されたことが契機となっていると

思われる。特別助成村に指定されると，千屋村産

業組合は第二号倉庫，直営共同作業場，藁工品倉

庫，店舗，支庫４箇所，木炭倉庫１棟を建築した

９１１。また部落実行組合には，各々共同作業場，養

蚕実行組合では稚蚕共同飼育所が設置された。さ

らに,村内に診採所が設潰された鰯。同村は,１９３６

年には秋田県知事より優良産業組合として表彰を

受け，さらに39年には産業組合中央会より表彰さ

れる”・当村では，経済更生計画実行費として，

助成対象外の事業と合せて52,563円が支出された

9,。そのうち，7,402円３銭が診療所設置に当てら

れた。また，千屋村産業組合がかねてから力を注

いでいた組合員訓練を引き継いで，中堅人物訓練

所に2,6211129銭が投じられた。特別助成村指定当
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時の中心人物としては，産組組合長兼腿会収入役

の坂本喜之七，農会長は高橋与七郎，小学校長は

加藤角助が挙げられている”・

’938年の国民健康保険法では，代行組合設立の

条件として医療施設を有することが定められてい

た。これに関連して,『秋田県医療利用組合連動史ｊ

には次のような証言がある鰐１．秋'11県内では，町

村産業組合が単独で医療事業を経営したところは

ないが，これに似たようなものとして干屋診療所

があり，診様所は村の所有であった。仙北医療組

合病院診療所としたり，村の診瞭所としたり，何

度も看板を架け替えていた。以上の証言から，千

屋村では産業組合によって国民健康保険代行事業

が行われたが，「看板｣を替えて代行許可を得たも

のと推測される。すなわち，千屋村醗業組合は，

特別助成金を資金として，1938年１１月５１]に開設

した村の干屋診療所louの｢看板｣を産業；'1台の｢看

板｣に架け替えることによって,国保代行組合の許

可を得たと考えられる。

経済更生特別助成村となって以来,千尾村は｢模

範村｣として名を挙げていく。1943年には標準村と

しての指定と助成を得た。その１１１心人物として，

翼賛壮年団長が注目されていた'0'１。千屋村で農村

問題，社会問題への矛盾への対抗が確認できたの

は，小作争議があった1931年頃までであった。ま

た，1942年２月までは，農会の青年会，産青連の

活動が確認できる。当村では，1941年６月に国保

代行組合が設立されたが，これを村民の声を吸い

上げた動きとしてみることは難しい。いずれにし

ても，当村では国保組合設立の画期，あるいは前

提条件として，経済更生特別助成村に指定された

こと，助成金を資金として診療所を設慨したこと

が挙げられる。また，経済更生迎動については，

農村恐慌からの復興の一助になることもあったと

はいえ，一方では，総力戦体制形成の基樅の一つ

になったことも指摘しておく必要があろう。さら

に言えば，千尾村にみるような在村地主屑による

農業団体の支配，村政支配が総力戦体制形成をよ

り推進したといえよう。

まとめ

本稿では，国保制度普及の前提条件を，1920年

代末と1930年代初めに展開した小作争議の帰結と，

その後の農村の経済社会関係の検討を手がかりに

確認してきた。その結果，戦時国保制度の普及の

前提条件として次の二点を挙げることができる。

第一に，国保組合設立には一定の加入率を確保

する必要があったことから，村内に対抗．対立が

ないことが国保制度普及の一つの前提条件となっ

ていると考えられる。本稿で検討した町村では，

|玉|保組合設立当時には小作争議がなく，村政を担

う人物を111心としてまとまり，対抗．対立関係が

確認されなかった。北秋田郡阿仁合lIUは前田村小

作争議との関わりが深かったが，lTil争議は1930年

に協調的な調停条項によって終結し，また争議を

支援した農民組合支部は解散して協調組合が設立

された。仙北郡千屋村では1931年に小作争議があ

り，一時は地主対小作だけではなく，農業団体を

巻き込む組織対組織の対立になった。争議後には

ｲ'さ村地主で村政を担っていた人物の交代があった

が，その後の村政も在村地主によって担われてい

たことには変わりない。また，経済更生特別助成

村，標準村に指定されたことから，村内には対立．

対抗関係がなく，安定した村政であったと考えら

れる。

第二に，経済更生運動との関係について，経済

更生特別助成金を資金として医療施設を設けたこ

とが国民健康保険代行組合設立の前提条件となっ

ていることである。1938年の国民健康保険法は，

国民健康保険代行組合の設立条件として，医療施

設を有する町村産業組合であることをあげた。農

'11漁村経済更生計画では，1936年以降，特別助成

村に多額の事業資金が厚生特別助成金として支給

されたことが知られている。国保組合設立に当

たっても助成金が支給されたが，更生特別助成金

でも保健施設への使途も助成の対象となっていた。

千屋村の検討では，国保代行組合設立の条件をク

リアーするために，経済更生特別助成金を財源と

して医擦施設を設けていたことが確認された。第
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とは，経済更生特１１}'１助成が戦時下での医擁・保健

提供の財ilIiiとなっていたことを示しておりM'2'，そ

の意味では経済更llそ特別助成金の交付が|郵保制度

iWL及の一つの推進要因となったということができ

る。そのことは，こうした財源がなければ医療・

保健を提供することが不可能であったことを示し

ているともいえる。特別助成村については，次の

ことも指摘しておく必要がある。それは，小作争

識付が特別助成指定村とならなかったように'１噸，

村内に対抗・対立のないことが前提となっている

という意味で,小作争議の動向とも関係している。

13表には，秋１１１県で1937年度の特別助成村となっ

た村の｢経済更生計画実行費調｣の一部を示しした。

本稿では，このうち大阿仁村，千原村について検

討した。このほかにも，代行組合を設立した村で

は，南秋田郡上新城村が医療施設を設職している

ことが確認できる。普迎組合を設立した仙北郡-12

111村では保健施設と診嫌所の経街に，雄勝郡駒形

付では診療所建設に，特別助成金が支lllされてい

ることが確認できる。また，1938年に秋田県で設

立された３組台は，いずれも1936,37年の経済史

生特別助成村であったことを確認した。以上のこ

第13表昭和12年度経済更生計画実行質

囚保糾合`没立年/

bRlUi 
腿搬施,没・保健脳,没など

（絲甜：｛'1）

*所要

経費汁総『轍|霧l1WIiiiM『i鮭搬i鐵州…'画郡・IHI付

Ｉ・健康棚,淡綱和年ｌｌＩｊｌ

'｢り：’輔!：’熟ｉ剛ｉ蝋i,鵬|:灘iiAMiHqi繍機1WＮｉ’'’'１６１７，８３．，ｌｊ標．より卜１１)｛を役|i`(し開設：52.479
｝（300） 

’・産婆共１１ﾘﾄﾞﾘﾉⅡ

’19331『・・過剰人１１を満：.795名にトラホームifi様，奇．
５７７；８１，９０：（腱）：州移hLで解決：生虫駆除，隔離,Iiif7o住宅：50,8鴎

｜改諌('1280）
－－－－－＆．－．－－､－－－－－Ｌ－－－－－ｊ．．－－－－－－－－．－－…．－－－－－－－－－、．……．－

８鰯：鰯：sｌｉＷＩＬ鯵繊…iiwO2，…
￣￣￣￣千一Ｌ●■‐■苣廿L~~~~~~-.1-------口」--←=--------.-.-.c------------------Ｌ､．._.．合一－

，.iil児所，ｔｌｌ判りin7t保仙栄養１
．改善，給食，医旅給付

‘'3－'3鋤ｉＷｉｒ嚇;[繍鰄灘１，３５`1６
１笈，1Ｍt鍵，トラホーム治１
１旅6'ｌＯｌｉ(以上，『抑1,280）１

－．－．－_Ｌ-------------------.--------－----------------.--一---------＿＿_＿＿＿－－－－．－

：．保健施,M1【，診掠Iﾘi絲微，’111

‘５９１１０ｉ９７ｉｌ鮒ｉｉ繍熱聯Ｈｆ稲ﾄﾗﾎｰ：…
Ｉム予防蕊(以上，ＢｉＩＬ２２９）：

￣￣￣￣￣●￣｡￣Ｃ￣‐■■●￣￣-台一゜￣￣￣￣￣￣￣■■■■●‐￣￣守■￣￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣￣￣￣■＝■■■勺■￣￣￣￣￣￣￣－－＋●－－－－●‐

Ｉ・衛化施1没としてﾘILiirの寄生Ｉ

８７Ⅲ６７：lｏＯＩＷｉ：虫ﾄﾗﾎｰﾑ駆除予,伽５７３２４
：（140） 

~~~￣･~「~￣￣~~￣一・~￣￣･･￣￣~~~￣官一一一一一一一一一一今一一一一一一一一一一一一・~~￣~--~－今－－．－‐．-‐－－－－－－－‐‐

｜・｢診旅lﾘ１１棟50坪ALI没，駁iiL：

５６１’艶：認ｉＷｉ：'蕊とｲM:媛各,矧織綴，認｣ｲｱ
！（2,580） 

1938年

代付組合
北秋Ⅲ伽

大同（_：村

’９４０１１２ 

符jmillfcT
仙北１１１１

横柵材

1911年

代行i１１台
仙北

Ｔ屋

棚

付

19121Ｆ 

滞迪糾合
由利

ＩＨＩⅡ 

肺

付

１９４２Ｉ１２ 

晋jIn糾合
{'１１北１ＩＩ

Ｌ川村

l943Ili 

杵jun紺介
6ｌｂ秋Ｉ１１Ｉ１Ｉｌ

上小ＩｈＩ仁付

l943Ir 

曹j､；IlfT
雄勝

駒形

Ｍ１ 

付

(出所)｢Ｍｎ112年l1qi経済史生特>lⅡ助成村概況攻経済史化汁画突itﾋﾞf調｣秋IIlU,↓経済史'12↓抑
「11{lhll2年庇町村経済型化特別助成折令llll係ill対i綴｣より作成。

i]：１）＊所哩経費合！}|･は経済史/l2iil画実ijⅢi興経31tの合iil･で，Ulj成外t象外絲Wfを含む”
il：２）炎の掲載順序は原資料による。
i１１３）経済史生計･IIli樹立年度は，「鰹山in卜l経済史４１皇111画樹立1Ｈ１卜１門薄lによる。
iI：４）総済史JlI昊計Ili樹立年度欄の（）内は，農林１１１漁村の別二
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注

１）現ｲfの社会保障制度全体の１１１１題としてみると，社

会保険一国民年金，｜郵民健康保険の抱える未加入'1Ｍ

題は看過することができない。そうした問題につい

ては，島崎が｢今日の国保制度の本質的かつ岐大の

問題は，財政的な１１{]題以前に保険集団としての均質

性と保険システムとしての自立性を喪失しつつあ

ることである」とし，保険集団論としてみた国民健

康保険制度の形成過程をあきらかにすることの重

要性について指摘した。島lIlii謙治｢保険集団諭から

みた国民健康保険制度の沿革と課題｣｢国保新'１１１」

1366号-1380号(13回連戦)1994.

2）前掲，「保険集団論からみた国民健康保険制度の

沿革と課題｣『国保新聞』1368,1369号．

３）拙柵｢国民健康保険制度形成過程における医lliqill

用組合迎動の歴史的位置一岐阜県小鷹利村をリド例

として－｣大原社会問題研究所｢大原社会問題研究

所雑誌｣564号，2005年11月．

４）拙柵｢産業組合と国民健康保険制度の普及一岐阜

県をﾘﾄﾞ例として－｣｢人間社会環境研究｣13号，金沢

大学大学院人間社会環境研究科，2007年３月．

５）西111美昭『近代日本農民巡動史研究j東〕i〔大学１１１

版会，1997年．

６）岐略1県を事例とした拙稿では，小作争議のなかっ

た地域で医療利用組合連動が展UIIし，小作争識が磯

んに展開した地域では医療利川組合連動の腱ljMが

なかったことを指摘した。小作争繍の動向にBLIわり

なく，同県では農民的小商品生産が展開していたこ

とが確認できる。しかし，直接には農業生産にlJLlわ

ることのない医療提供においては，村内に対立・対

抗がある段階では，その意思が医臓提供の方へｌｉＩか

なかったことを示している。前掲｢産業組合と国民

健康保険制度の普及一岐阜県をﾘﾄﾞ例として－｣．

７）秋'11県でも如何にして国保の普及を図ろか検討

が行われたはずであるが，主管課の記録，資料等は

保存されていない｡主管課の学務部社会課松倉三郎，

長沢11＃一郎，八衞樫迎吉課長によって制度普及計１ｍ

が策定され，それに基づいて市町村と産業組合と愈

見を交換，折衝が函ねられた。秋、県国民健康保険

団体迎合会｢秋田の国保三十年の歩み｣同，1971年，

（以下，「秋田の国保｣と略記)197-198頁．

８）秋田県の郡市別の経済指標については，『秋U]県

統ｉｉｌｉ１ｌ｣各年度版および秋田県『産業組合要覧j、

９）前掲｢産業組合と国民健康保険制度の普及一岐阜

県を馴例として－｣．

10）すでに検討した岐阜県の事例では，経済更生計画

による村内支配体制の再編成がIIil保組合設立の一

つの前提条件になっていることが確認された。

11）秋Ｈ１県｢秋田県統計書｣各年度版．

12）秋田県の小作争識については以下を参照してい

る。品部義博｢1930年代小作争議の－特質一秋１m県

平鹿那館合村争識を通して－」｢歴史学研究｣428号，
1976年．品部義博｢小作調停にみる土地返還争識の

iMf相｣｢土地llil度史学｣91号’1979年．野添憲治｢秋田

の農民運動｣大内兵衛/社会主義協会｢社会主義』474

号，2002年，81-89頁．野添憲治・上Ｈ１洋一｢小作

農民の証言一秋、の小作争議小史｣あきた文庫，

1975年(以下『証言｣と略記)．今野賢三｢秋田県労農

辿動史｣秋'１１！；し労農運動史刊行会，1954年．
13）小沢三千雄編｢秋田県社会連動の百年一その人と

年表一j，1977年，250頁(以下，「社会迎動』と略記)．

１４）『社会運動｣263-264頁．

15）『社会運動｣273頁．

16）工藤田四郎｢阿仁合町郷｣ﾕ誌｣同，1962jl身(以下｢郷

土誌｣と略記)，141頁．

17）前掲｢秋川の国保j342頁．

18）阿仁部は，１ﾘ]治22年Ⅲ｢村ilill施行当時は，米内沢，
大野，落合，下小阿仁，」二小'１１仁，前|]|，阿仁銅山，
荒瀬の各村からなった。阿仁部鋼山村が後の阿仁合

ＭＩＬ大阿仁村『郷土誌｣51頁．

19）同様に興味ある事例は，iiiilH村小作争議，南秋[Ⅱ

那下井河小作争議と並んで秋田県の三大小作争議

があり，1939年に県内4番|］に国保組合が設立され

た南秋田郡一'三1市町である。一日市町'五Ｉ係組合設立

については機会を改めて検討することにしたい。

20）阿仁町史編纂委員会｢阿仁町史｣1992年，190,30k4頁．

21）「昭和12年llXi経済更生特別助成村概況及経済更生

計画実行費調｣秋田県経済更生課｢昭和12年度町村

経済更生計iilli助成指令関係替綴｣(以下「昭和12年度
１１}類綴此

22）全国厚生迎｢協同組合を111心とする|]本農民医療

迎動史前編：通史｣385頁．

23）秋１１】県『秋１１１県報」

24）秋田県『秋111県報｣．

25）工藤由四郎｢阿仁合町郷ﾆﾋ史｣|可，1962年，11-12頁．
26）「郷土誌｣111頁．

27）秋、県｢秋川県統計書j、

28）「復刻版秋川県農地改革史｣不二書房，1990年(以

下｢改革史｣)，275頁．

29）農地制度資料集成編纂委且会｢農地制度資料集成

第2巻｣御茶の水苔房，1969年(以下，『資料｣)625頁．

30）「資料』626,650-651頁．

31）「資料｣651-652頁．

32）「資料｣627貝．

33）ｒ資料』656頁．

34）『証言｣39頁、

35）「資料｣652画．

36）「証言｣39貝．

37）「資料｣653-654頁．

38）農民組合は幹部会をFMMして脱退防止の手段，争

縦対策を考究討議して法廷戦主義を放棄し，犠牲者

を覚悟の上で闘争主義を採ることを決定した。また

阿仁合町の佐藤運蔵自宅にあった争議馴務所に指

導者をおいた。「資料j660-662頁．争識１１F務所は，

争議に当初から関与した組合代表佐藤迎蔵の自宅

に設置され，当初は佐藤の外に同町の小武海順治，
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吉田国司，北村義雄の3名が事務所に詰めていたが，

これに可児が1名加わった。可児は後に1929年11)」

の地主傷瞥事件で自|I)した。以上はi9iH1の証言｡｢阿

仁前lHの農民同盟組合争議｣｢郷土誌｣446-447頁．

39）『資料』662-663頁．

40）「資料｣667-672頁．

41）農民組合員が争議応援中に，治安維持法違反Ⅲ｢件

で警察にＩｌｌ頭を求められたがこれに応じず，農民組

合員と警察が対立したために起こったり1件。同ﾘﾄﾞ件

では，騒擾罪で起訴ざれたもの22番，その他を合せ

て25名の刑事被告人を出したI｢資料｣629頁，『社会迎

動｣268-269頁．

42）不作時の立会人は，臓巣町の小作調停委員成lI1jiI

三郎，米内沢町の小作調停委員金為助の2名とされ

た。２名は争議当初から和解斡旋に力を貸した。成

田は北秋111郡農会幹Ⅱ};，金は元村艮で，産業組合迎

動の実践家であった。「資料』691頁，７改革史』287,.

43）？資料j690-697,629貝．

44）『社会迎助｣290頁．

45）庄司俊作r近現代''水の農村一腱政の原点をさぐ

る｣吉川弘文館，2003ｲ１１，lOO-101EI、

46）「社会迎動｣291頁．

47）前掲｢]ｉ１．町歩以上地主調｣，323-324頁．

48）『秋[llUiL各級農会役11打簿｣342頁．

49）前掲｢1[Ｉ－ｌＵｌ歩以上地主調｣325頁．

50）「秋１１１！i↓公民録大IE4年｣および｢秋ｌｌ１名鑑Ｗ１ﾄﾞⅡ２

年｣渋谷隊一編｢資産家地主総覧秋111編｣ｎ本図１１}セ

ンター，1995年(以下，『地主総覧｣)．

51）圧iil家の小作慣行については，「資料と631-

632,698瓜を参照。

52）「資料｣669-670頁．

53）1920年代以降に小作争識件数，争溌参加者数は忽

速に増力Ⅱしたが，この時j０１の小作争綱の性格として，

小作料減免要求争議が''1心であり，腱氏の小llii{iIIﾉｌｉ

産化が'11小作・小作１１Wにまで浸透したことによって

高額現物小作料を矛1両として受けlこめる条件が

あった。またその背景には，地主制の後退があった。

西田美ｌＷｒ近代|]本農民連動史研究J1,|〔京大学１１１版

会，1997年．

54）「改革史｣285頁．

55）大門正鬼｢農村社会術造分析ｊＩｊＩ藤ｌＥ直・大lI1IIE

克・鈴木正幸『戦間期の|｣本農村忠世界忠想社，１９８８

年所収．森武麿『戦時'１本農村社会の(ﾘﾄ究｣東京大学

出版会，1999年．

56）l920lI2代後)'二には，一旦小作争識件数は減少する

が，恐慌101以降に再び姻加する。恐慌期の小作i咋砿

の特徴として，地主による小作料ﾘ'１２げを端緒とし

た土地返還争議の増大したこと，小作調停にかけて

も小作不利の結果となり，再び争級を起こさざるを

得ない状況があったことが挙げられる。前掲，肺部
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